
№２７７

2010 年１０月５日

責任者：高原弘幸

発 行：教 宣 部

新聞記事によると、煙草の煙を吸わされる受動喫煙が原因で死亡する数が年間６８

００人になるそうです。その数は、交通事故で亡くなる人数（４９１４人）を超え

るものとなっています。

人間は誰でも健康に暮らすために基本的人権を有しています。その権利を冒さな

いためにも煙草を吸う人も吸わない人も、自分と相手の健康には十分気を配ってい

かなければなりません。

ところで記事によると、煙にさらされる場所は家庭よりも職場のほうが３６００

人と多くなっているそうです。私たちの職場に目を向けると、詰所には喫煙ルーム

があり喫煙者にはありがたいものとなっています。しかし、東京第一・第二運輸所

の寝室近くには喫煙ルームはなく、喫煙場所から流れてくる煙は寝室の部屋の中ま

で流れており、吸わない人にとっては迷惑なものとなっています。

他方、列車においては３００系、

７００系に喫煙車両が存在しま

す。

車内改札を行う上では声が出にく

くるほど影響を受けています。

私たは、喫煙号車の改札省略を訴

えてます。

避けては通れない「受動喫煙」

が職場環境に存在するわけですか

ら、会社もこの事実を認め何らか

の措置と、現役を退いてから発生

する影響も考慮し社員の健康管理

について真剣に考えてもらいたい

ものです。




